
S h i b u s h i  C i t y  P RS h i b u s h i  C i t y  P R

仕
事
と
生
活
の
調
和
を
図
る
た
め
の

環
境
づ
く
り

　

少
子
化
が
加
速
し
、
高
齢
化
社
会
が
進

展
し
て
い
る
中
で
、
性
別
に
関
わ
ら
ず
多

様
な
生
き
方
の
選
択
が
可
能
と
な
り
、
人

生
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
、
様
々

な
活
動
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
就
業
環

境
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
仕
事

と
私
生
活
の
両
立
に
は
、
働
き
方
の
見
直

し
が
必
要
で
す
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

性
別
や
雇
用
形
態
の
違
い
に
よ
る
差
別
的

な
扱
い
を
無
く
し
、
男
女
の
均
等
な
機
会

と
待
遇
の
確
保
を
推
進
す
る
こ
と
は
重
要

な
課
題
で
す
。

　

仕
事
と
生
活
の
調
和
が
と
れ
て
こ
そ
、

労
働
者
が
意
欲
を
持
ち
、
能
力
を
十
分
に

発
揮
で
き
る
職
場
環
境
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
仕
事
中
心
の
生
活
や
仕
事
を
持

ち
な
が
ら
家
事
や
育
児
、
介
護
を
行
う
こ

と
に
負
担
を
感
じ
て
い
る
人
は
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
働
く
場
に
お
い
て
女
性
よ
り

も
優
遇
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
男
性
側
か

ら
も
長
時
間
労
働
の
問
題
等
を
含
め
た
働

き
方
の
見
直
し
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
働
く
女
性
の
現
状

　

女
性
は
人
口
の
半
数
、
労
働
人
口
の
約

４
割
を
占
め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
半
数
以

上
は
非
正
規
雇
用
で
す
。
女
性
の
年
齢
階

級
別
労
働
力
率
に
つ
い
て
昭
和
50
年
か
ら

の
変
化
を
み
る
と
、
出
産
前
に
仕
事
を
し

て
い
た
女
性
の
半
数
以
上
が
第
１
子
の
出

産
を
機
に
退
職
し
、
そ
の
多
く
が
出
産
・

育
児
期
に
就
業
を
中
断
す
る
こ
と
か
ら
、

30
代
を
底
と
す
る
「
М
字
カ
ー
ブ
」
を
描

い
て
い
ま
す
。（
グ
ラ
フ
１
）

　

育
児
休
業
を
取
得
す
る
女
性
は
増
え
て

い
ま
す
が
、
出
産
前
後
に
就
業
を
継
続
す

る
割
合
は
増
え
て
お
ら
ず
、
６
割
以
上
の

女
性
が
出
産
を
機
に
離
職
す
る
傾
向
が
続

い
て
い
ま
す
。（
グ
ラ
フ
２
）

女性が仕事をしやすい環境を整えるためには何が必要だと考えますか？

志布志市男女共同参画に関する意識調査（平成 23 年度実施）の上位５つを抜粋

家族や夫の
理解協力 38.3％

男性
34.0%

女性
42.3%

育児・介護休
業制度の普及 33.8％

男性
37.0%

女性
31.7%

男女共同参画
もっと身近に！

特集
性別に関わりなく個人の能力

を発揮し、働き続けること

のできる社会を目指して！

保育所・放課後児
童クラブ（学童保
育）など子育て環
境の整備充実

33.8％

男性
36.7%

女性
31.7%

労働条件の整備
（労働時間短縮、
フレックスタイム
制の普及）

20.7％

男性
21.9%

女性
19.9%

雇用機会の創
出・再雇用制
度の促進 23.0％

男性
26.9%

女性
20.1%
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グラフ 1  女性の年齢階級別労働力率

資料：内閣府「平成 27 年度男女共同参画白書」

グラフ 2  子ども出生年別第 1子出産前後の妻の就業経歴
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備考１．第 1子が 1歳以上 15 歳未満の子を持つ初婚どうし夫婦について集計。
　　２．出産前後の就業経歴 ●就業継続（育休利用）：妊娠判明時就業～育児休業取得～子ども 1歳時就業
   ●就業継続（育休なし）：妊娠判明時就業～育児休業取得なし～子ども 1歳時就業
   ●出産退職：妊娠判明時就業～子ども 1歳時無職
   ●妊娠前から無職：妊娠判明時無職～子ども 1歳時無職 資料：内閣府「平成 27 年度男女共同参画白書」

備考　「労働力率」は、15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者 +完全失業者）の割合。
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60.2%
無職
62.0%

有職
38.0%

第１子出産前有職者
の出産後就業状況

（子どもの出生年）
出産前有職
70.7%

39.8%

女性は仕事を辞めないと

いけないのかな？

男女共同参画についての相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
企画政策課  男女共同参画室  ℡：474 - 1111（内線 250・258）問
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個
人
の
能
力
を
発
揮
し
、
働
く
こ
と

の
で
き
る
体
制
づ
く
り

　

就
業
を
希
望
し
な
が
ら
働
け
て
い
な
い

女
性
は
３
１
５
万
人
に
達
し
ま
す
。
人
口

減
少
に
よ
る
労
働
力
不
足
が
懸
念
さ
れ
る

中
、
働
く
女
性
を
増
や
す
こ
と
は
と
て
も

重
要
で
す
。
子
育
て
が
落
ち
着
い
て
再
就

職
を
望
む
女
性
が
多
い
中
、
過
去
の
経
験

を
活
か
し
た
職
業
に
就
く
こ
と
や
、
正
規

労
働
者
と
し
て
働
く
こ
と
は
難
し
い
の
が

現
状
で
す
。
企
業
も
育
児
休
業
制
度
・
介

護
休
業
制
度
の
普
及
や
利
用
の
啓
発
、
労

働
時
間
の
短
縮
な
ど
仕
事
と
家
庭
生
活
の

両
立
に
向
け
て
、
社
会
的
な
支
援
や
職
場

環
境
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

男
性
に
つ
い
て
も
、
企
業
の
リ
ス
ト
ラ

が
進
み
、
人
員
が
少
な
く
な
っ
た
影
響
で
、

長
時
間
労
働
が
増
え
る
傾
向
に
あ
り
、
有

給
休
暇
や
育
児
・
介
護
休
暇
も
取
得
し
に

く
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。男
性
は「
家

庭
よ
り
も
仕
事
を
優
先
す
る
」
と
い
う
働

き
方
を
見
直
し
、
誰
も
が
子
育
て
と
仕
事

を
両
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
女

性
と
同
様
、
勤
務
時
間
の
短
縮
、
育
児
・

介
護
の
た
め
の
休
業
制
度
等
の
整
備
、
制

度
を
利
用
し
や
す
い
環
境
作
り
、
身
近
な

場
で
相
談
で
き
る
よ
う
な
地
域
支
援
等

様
々
な
取
組
が
必
要
で
す
。

　

誰
も
が
自
分
の
力
を
活
か
し
、
生
き
生

き
と
暮
ら
せ
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
は
、

男
女
共
同
参
画
の
視
点
で
社
会
の
制
度
を

見
直
す
と
と
も
に
私
た
ち
も
身
の
回
り
の

課
題
に
気
付
き
、
で
き
る
こ
と
か
ら
変
え

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

女
性
の
継
続
就
業
・
出
産
と

男
性
の
家
事
・
育
児
参
加

　

日
本
の
夫
（
６
歳
未
満
の
子
ど
も
を
持

つ
場
合
）
の
家
事
・
育
児
関
連
時
間
は
１

時
間
程
度
と
低
水
準
で
す
。（
グ
ラ
フ
３
）

　

夫
の
家
事
・
育
児
時
間
が
長
い
ほ
ど
、

第
１
子
出
産
前
後
の
妻
の
継
続
就
業
時
間

が
高
く
、
ま
た
、
第
２
子
の
出
生
割
合
も

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
グ
ラ
フ
４
・
５
）

　

こ
の
背
景
に
は
「
男
は
仕
事
、
女
は
家

庭
」
と
い
う
「
固
定
的
性
別
役
割
分
担
意

識
」
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
男
性

中
心
の
企
業
意
識
、
慣
行
が
未
だ
に
根
強

く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

男
女
が
と
も
に
仕
事
と
子
育
て
の
両
面

を
大
切
に
で
き
る
よ
う
、
働
き
方
の
見
直

し
や
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
支
援
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

日本 米国 フランス英国 ドイツ スウェーデン ノルウェー

1時間

２時間

３時間

グラフ３  6 歳未満児のいる夫の家事・育児関連時間（1日当たり）

家事関連
時間全体

うち育児
の時間

グラフ４  夫の家事・育児時間別
　　　 にみた妻の就業継続割合

同一就業継続 転職 離職 不詳

4時間以上

２～４時間未満

２時間未満

家事・育児時間なし

総数

0% 100%20% 40% 60% 80%

資料：厚生労働省「第 9回 21 世紀成年者縦断調査」（2011 年）
注１） 集計対象は①または②に該当し、かつ③に該当するこの８年間子どもが生まれた同居夫婦である。
　　①第１回から第９回まで双方が回答した夫婦
　　② 第１回に独身で第８回までの間に結婚し、結婚後第９回まで双方が回答した夫婦
　　③妻が出産前に仕事ありで、かつ、「女性票」の対象者である
注２）８年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上
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６時間以上

出生あり 47.4 出生なし 52.6

9.9 90.1

74.2

51.9

44.7

32.6

25.8

48.1

55.3

67.4

資料：平成 25 年男女共同参画白書

グラフ５  夫の平日の家事・育児時間
　　   別にみた第 2 子の出生割合

53%

46%

49%

54%

74%

女性支援相談室開催のお知らせ

◆２月 17 日（水）　13 時～ 17 時
　有明地区公民館（旧農村環境改善センター）
◆３月２日（水）13 時～ 17 時
　志布志支所 ５階会議室

女性支援相談専用フリーダイヤル　

　℡：0120-7
な や む

86-0
おごじょ

54（月 ～ 金  8：30 ～ 17：00）
　※ ＤＶ、デートＤＶで悩んでいませんか。
　　相談無料、秘密は守ります。

「育児休業制度」
利用してみませんか？

　育児休業給付金が拡大した今こそ、

パパが育児休業を取るチャンスです！

　男性の育児休業の取得には次のよう

なメリットがあります。

ママが輝く

● 仕事と家事を両立しやすくなり、女

性が活躍する場が広がる。

● 「女性の力」が発揮されることで、企

業経営にもプラス効果。

仕事に好影響

● 時間意識が高まり、生産性の向上につ

ながる。

● 情報の共有化により、チームワークが

高まる。

家庭が安定する

● 子育ての喜びと苦労を分かち合うこ

とで、夫婦の絆が深まる。

● ママの育児ストレスが減り、第２子

以降も生み育てやすい。

参考： 厚生労働省  雇用均等・児童家庭局/都道府県労働局（雇
用均等室）

※ 育児休業給付については最寄りのハローワークへお問い合
わせください。

男の人の働き方も変えていか
ないと家事や子育てをしたく
てもできないですね。企業の
意識が変わることも重要です。


